
議案第７号 

恵庭市駐車場条例及び恵庭市自転車等駐車場条例の一部改正について

恵庭市駐車場条例及び恵庭市自転車等駐車場条例の一部を次のとおり改正することにつ

いて議決を求める。

令和５年６月２７日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

恵庭市駐車場条例及び恵庭市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例

（恵庭市駐車場条例の一部改正）

第１条 恵庭市駐車場条例（平成１９年条例第１号）の一部を次のように改正する。

現行 改正案

第 1条～第 15条 (略) 第 1条～第 15条 (略) 

(指定管理者による管理) 
第 16 条 市長は、地方自治法（昭和 22 年法律
第 67号。以下「法」という。）第 244条の 2第
3項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」
という。）に駐車場の管理を行わせることがで

きる。

2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理
を行わせる場合においては、第 5条、第 6条及
び第 12条の規定中「市長」とあるのは、「指定
管理者」と読み替えるものとする。

3 第 1項の規定により指定管理者に管理を行わ
せる場合において、この条例及びこの条例に基
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現行 改正案

づく規則に定めるもののほか、駐車場の管理及

び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長

の承認を得て定めることができる。

(指定管理者の業務) 
第 17条 前条の規定により指定管理者に管理を
行わせる場合において、当該指定管理者が行う

業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車場の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務

(利用料金) 
第 18条 市長は、法第 244条の 2第 8項の規定
に基づき、駐車場の管理を指定管理者に行わせ

る場合にあっては、駐車場の利用に係る料金

（以下「利用料金」という。）を当該指定管理

者の収入として収受させることができる。この

場合において、利用者は、指定管理者に利用料

金を支払わなければならない。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収
入として収受させる場合において、当該指定管

理者は、度数式駐車券及び定期駐車券を発行す

ることができる。

3 利用料金の額は、第 7条に規定にする駐車料
金の額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金（次項に規定する利用料金を除く。）
は、自動車を出場させる時に徴収しなければな

らない。ただし、指定管理者が特別な理由があ

ると認めるときは、この限りでない。

5 度数式駐車券及び定期駐車券に係る利用料金
は、これらを発行する時に徴収しなければなら

ない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準
に従い、利用料金を減免することができる。

7 指定管理者は、第 11条第 2項の規定により、
利用料金の全部又は一部の割戻しを行うこと
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現行 改正案

第 16条 (略) 

ができる。

第 19条 (略) 
備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

（恵庭市自転車等駐車場条例の一部改正） 

第２条 恵庭市自転車等駐車場条例（平成２７年条例第１１号）の一部を次のように改正

する。

現行 改正案

第 1条～第 15条 (略) 第 1条～第 15条 (略) 

(指定管理者による管理) 
第 16 条 市長は、地方自治法（昭和 22 年法律
第 67号。以下「法」という。）第 244条の 2第
3項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」
という。）に駐車場の管理を行わせることがで

きる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者
に行わせる場合においては、第 4条第 4項、第
5 条から第 7 条まで、第 14 条及び第 15 条の
規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読

み替えるものとする。この場合において、第 4
条第 4 項の規定により利用期間若しくは利用
時間を変更するとき、又は駐車場の全部若しく

は一部の利用を休止するときは、あらかじめ市

長の承認を受けなければならない。

3 第 1項の規定により指定管理者に管理を行わ
せる場合において、この条例及びこの条例に基

づく規則に定めるもののほか、駐車場の管理及

び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長

の承認を得て定めることができる。

(指定管理者の業務) 
第 17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う
ものとする。

(1) 駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車場の維持管理に関する業務
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現行 改正案

第 16条 (略) 

(3) その他市長が定める業務

(利用料金) 
第 18条 市長は、法第 244条の 2第 8項の規定
に基づき、駐車場の管理を指定管理者に行わせ

る場合にあっては、駐車場の利用に係る料金

（以下「利用料金」という。）を当該指定管理

者の収入として収受させることができる。この

場合において、利用者は、指定管理者に利用料

金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第 8条の規定による駐車料
金の額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準
に従い、利用料金を減免することができる。

4 指定管理者は、第 10 条ただし書の規定によ
り、利用料金の全部又は一部を払い戻すことが

できる。

第 19条 (略) 
備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第８号 

財産の取得について 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１０号）

第３条の規定により、財産を次のとおり取得することについて議決を求める。 

令和５年６月２７日提出 

恵庭市長 原 田   裕   

記 

１ 物件の表示  除雪トラック 

         （７ｔ級、四輪駆動、ワンウェイプラウ、路面整正装置付） 

２ 契 約 金 額  ４１,６９０,０００円 

３ 契約の相手方  千歳市上長都１０３９番地４３別区厚別中央２条２丁目１番１号

          ＵＤトラックス北海道株式会社千歳支店 

          支店長 原   利 男

４ 取得の目的  除雪トラックの更新 

５ 契約の方法  ３者による指名競争入札 
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指名競争入札参加業者一覧 

北海道いすゞ自動車株式会社恵庭支店 

  ＵＤトラックス北海道株式会社千歳支店 

  北海道日野自動車株式会社千歳支店 

以上 ３者           

参考資料
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